
仕 様 書

秋田市（以下「甲」という。）は業務受託者（以下「乙」という。）に

秋田市立新屋図書館（以下「図書館」という。）の清掃業務についてこの

仕様書に定めるところに従って委託するものとする。

１ 本旨

図書館の清掃作業業務においては、労働安全衛生法等の関係法規を

遵守し、安全管理に万全を期して所定の業務を行うこと。

清掃作業業務にあたっては、指定箇所の日常清掃および定期清掃を

行い、良好な環境衛生の維持と建物の保全に務めること。

２ 契約の対象

秋田市新屋大川町12番26号

秋田市立新屋図書館

３ 委託期間

平成30年４月１日～平成33年３月31日

４ 施設の概要

(１) 構 造 本館ＲＣ造（一部鉄骨造）平屋建 倉庫棟木造一部二階建

(２) 延床面積（清掃対象面積）

本館872.22㎡ 倉庫棟800.49㎡ 計1,672.71㎡

(３) 休館日

ア 毎週月曜日

（月曜日が祝日又は振替休日（以下「祝日等」という。）の場合

は翌日の火曜日）

イ 資料整理日

（毎月末日、末日が土曜日および日曜日ならびに祝日等の場合は

開館）

ウ 年末年始 (12月29日～１月４日）

エ 特別整理期間 (年１回15日以内)

※ただし特別整理期間中は、土曜日および日曜日ならびに祝日等

を除き原則として日常清掃を行うものとする。

(４) 開館時間

ア 平日 午前10時～午後７時

イ 土曜日および日曜日ならびに祝日等

午前10時～午後５時

(５) １日あたりの施設利用人数 278.6人（平成28年度実績）

５ 基本事項

(１) 建物の各材質の特性や使用状況を十分検討し、最適の清掃資材を選
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定し、甲の承認を得たうえで使用すること。

（２）学歴、年令、性別は特に問わないが、節度と良識を備え、経験的知

識と業務知識に精通している健康で熟練した作業員（以下「従事

者」という。）を配置すること。

(３) 従事者の他に受託責任者（以下「責任者」という。）を定めること。

(４) 乙は従事者を甲に報告すること。異動が生じたときも同様とする。

(５) 責任者は業務が円滑に行われるよう従事者に対する指導監督および

労務管理ならびに安全管理等を行うとともに、定期的に業務の点検

を行い、その結果を甲に口頭で報告すること。

また甲と随時協議を行うこと。

(６) 責任者は甲と協議のうえ作業計画を作成すること。

(７) 従事者は名札を着用するとともに、来館者に不快感を与えないよう

節度ある服装で業務を行うこと。

（８）乙は常に規律を守り品位を保ち、入館者に対し明朗親切に接するこ

と。

(９) 従事者は、清掃用具や消毒薬等の薬液を適切に使用管理し、業務を

行うこと。

(10) 用水、電気等委託業務実施上の光熱水の使用については、必要最小

限にとどめること。

また、作業のため点灯した照明は、作業終了後直ちに消灯すること。

(11) 紙くず等は、甲の指定する場所へ集積すること。この場合に必要な

容器等の経費は、乙の負担とする。

(12) 廃棄物は、適切に処理すること。

６ 経費の負担

(１) 委託者負担分

ア 業務道具の保管場所および従事者の休憩場所

イ 委託業務実施に必要な光熱水費

ウ トイレットペーパー、トイレ手洗い石鹸、ごみ袋

エ 上記ア～ ウに密接不可分なものの経費

(２) 受託者負担分

ア 業務用具一式に係る経費

イ 洗剤、雑巾、ワックス等の消耗品類

７ 作業時間

（１）日常清掃および特別整理期間中の清掃については、午前８時30分か

ら午後５時（休憩１時間含む）までとし、従事者はその時間は常駐と

する。

ただし、本館のカウンター周辺の清掃は開館時間前までに終了する

こと。
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（２）定期清掃については、原則として休館日又は特別整理期間中の午前

８時30分から午後５時までとするが、甲の許可を得て作業日時を延長

することができる。

ただし、延長する日時が開館中になる場合は、作業する時間および

場所について甲乙協議するものとする。

９ 報告義務

清掃作業終了後、作業等の状況を書面によりすみやかに報告するも

のとする。また、報告書の書式は、甲の指定がない箇所は乙の書式と

する。

乙は、当該月の清掃業務完了後、10日以内に甲へ業務完了報告書を

提出しなければならない。

９ その他

(１) 作業の実施状況を記録し、また、甲からの求めにより提示すること

が出来るよう、作業記録などの業務関係帳票を備え、２年間保存する

こと。

(２) 感染の予防につとめること。

(３) 教育、研修を行うこと。

10 注意事項

(１) 勤務中の火災、盗難および事故等の防止には十分注意し、安全作業

に務めること。

(２) 建物、備品、その他の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに

甲に報告すること。

(３) 防火管理については、図書館の防火管理者の定める市立図書館消防

計画に従うこと。

(４) 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、甲に通報し、

迅速かつ適切な措置を講じ事態の拡大防止に務めること。

（５）乙および従事者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならな

い。

11 特記仕様

一般事項

(１) 清掃作業実施にあたっては、甲の業務に支障のないように十分留意

すること。

(２) 休館日および甲が指定する日を除き、毎日清掃を行うこと。

(３) 通行の頻繁な箇所および汚れの著しい箇所は常に巡回し、随時必要

な清掃を行い清潔な状態を保つこと。

(４) 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で器械器具、備品等を損傷さ

せないこと。

(５) 電気、水道、ガスの使用については、極力節約に務めること。

清掃作業の工程は基準表のとおりとするが、作業回数はすべて標準
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的なものであり、使用度数および汚れの度合いにより回数を増減し全

体として平均回数を保つこと。

(６) トイレットペ－パーおよび手洗い用石鹸類は、甲の支給するものを

用い、その補充に充分留意すること。

(７) その他細部については、甲乙協議する。

12 日常清掃

(１) 塵払い

ア 書架および備品等に堆積した塵芥

はたきや化学モップ等を用いて、丁寧に除去すること。

(２) 床掃除

ア 木質床およびビニール等の床

最初にはき掃除を行い（必要に応じて、真空掃除機を用いるこ

と。）、その後は固くしぼった水拭きモップで塵埃の除去をする

こと。この場合において、容易に移動出来る備品類は移動のうえ、

入念に掃除すること。

イ カーペット床

真空掃除機で丁寧に集塵を行い、毛を損傷しないように織り目

に従って数回繰返して入念に掃除をすること。

ウ 畳の箇所

真空掃除機で丁寧に集塵を行い、必要に応じて固くしぼった雑

巾で水ぶきすること。

(３) 壁および窓の掃除

手の届く範囲で塵埃を払い、必要な場合は、清水での掃除および

雑巾がけをすること。

(４) サッシ等の掃除

塵埃払いをした後、雑巾がけをすること。

(５) 便所の掃除

ア 便所は随時見回り、汚れを発見した場合は直ちに掃除をすること。

イ 便器、洗面器、汚物捨器類

丁寧に水洗いのうえ布拭きをすること。

(６) 湯沸室および湯沸かし器等の掃除

ア 湯沸かし器および流し台

塵粉または洗剤で入念に洗い、雑巾拭きをすること。

イ 茶がら等

所定のところに捨て、容器は水洗いのうえ所定の位置に置くこ

と。

(７) その他

ア ドア金具、階段金具、その他の金具は乾布で磨くこと。

イ 各出入口に備付けのマットは、塵埃等を取り除き、備え付けてお
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くこと。

ウ 靴洗い槽は、常時清掃に務めブラシの管理もおこなうこと。

エ 各所の屑かごの屑は、可燃性のものと不燃性のもの等に分別して

処理すること。屑かごには乙の負担により収集用ビニールごみ袋

を取り付けること。また図書館内外の塵芥についても同様分別し

て処理すること。

オ コート、テラス、玄関前の石質部分およびごみ集積場は、塵芥を

除去し、状況に応じて散水又は水洗いすること。

カ 金具類、窓、扉等の金具類は、状況に応じて磨き粉又は指定研磨

剤で磨きだし、金具の回りの手垢とも薬液または石鹸水により拭

きとること。

13 定期清掃

(１) 磁器質タイル、フローリングボード、ビニールタイル床等

最初荒掃除をし、次にクリーナーを用い掃除のうえ、付着してい

る汚物は指定剤で除去し、さらに石けん温水をもって全面をポリッ

シャーで洗浄のうえ汚水を取り除き、十分乾燥を待ってワックスを

均等に塗布し、ブラシ磨きをすること。清掃は年３回行うものとす

る。

(２) タイルカーペット敷床

真空掃除機で丁寧に集塵を行い、専用前処理用スプレーで汚れを

浮かせた後、カーペット洗浄専用の回転ブラシで洗浄し、汚れを包

み込む。その後、専用シミ取り剤を使用しカーペットを痛めること

なく汚れを除去し、高性能エクストラクション等でシミや汚れを回

収すること。汚れが回収されたことを確認した後、グルマー等でカ

ーペットの毛並みを整え、乾燥、仕上がりをよくすること。タイル

カーペット敷き床の洗浄は年３回行うものとする。

(３) 窓ガラス

両面とも石鹸水または薬液類（サッシ、窓枠、コ－キング等に有

害なものを除く）で拭き、更に乾布で磨くこと。窓ガラスの清掃は

年３回行うものとする。

(４) 屋根

窓ガラス清掃の際、本館屋根およびルーフドレンの落葉等の清掃

を行うものとする。

14 疑義

この仕様書に記載のない事柄について疑義が生じた場合は、甲乙協議

のうえ決定する。
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秋田市立新屋図書館清掃業務基準表（１／２）

番　　　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
風 ロ ギ 廊 給 渡 研 準 機 電 カ ビ 児 畳 男 風 開
除 ッ ャ 下 茶 り 修 備 械 気 ウ デ 童 コ 子 除 架
室 カ ラ （１） コ 廊 室 室 室 室 ン オ コ ｜ ･ 室 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個 所 名 （１） ｜ リ ｜ 下 （１） タ コ ｜ ナ 女 （３） 庫
･ 室 ｜ ナ （１） ｜ ｜ ナ ｜ 子 （１）

（２） ｜ ･ ナ ｜ 便 ･
（２） ｜ 所 （２）

磁 ビ 畳

床仕上区分　 器 ニ
質 ｜
タ ル
イ タ
ル イ

　清　掃　方　法 ル

床 掃 除 （ 真 空 掃 除 機 に よ る ） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

〃 （ モ ッ プ に よ る 水 拭 き ） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎

〃 （ は き 掃 除 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 （ ポ リ ッ シ ャ ー 磨 ） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

〃 （ ワ ッ ク ス 塗 布 、 つ や 出 し ） △ △ △ △ △ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △

机 、 い す 清 掃 （ 水 ぶ き ･ 乾 ぶ き ） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

ち り 払 い （ 書 架 を 含 む ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雑 巾 掛 け （ 水 ぶ き ･ 乾 ぶ き ） ◎ ◎

洗 浄 （ ク リ ー ニ ン グ ） △ △ △ △ △ △ △ △

塵 粉 （ 薬 剤 ） 磨 き △ △
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秋田市立新屋図書館清掃業務基準表（２／２）

番　　　号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
会 ホ 廊 ス 作
議 ｜ 下 タ 業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個 所 名 （２） （３） （３） 室 ル （４） ッ 員
（２） フ 控

ル 室
｜
ム

仕上区分　 畳 畳

　清　掃　方　法

床 掃 除 （ 真 空 掃 除 機 に よ る ） ◎ ◎

〃 （ モ ッ プ に よ る 水 拭 き ） ◎ ◎

〃 （ は き 掃 除 ） ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

〃 （ ポ リ ッ シ ャ ー 磨 ） △ ◎ △ △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ ○

〃 （ ワ ッ ク ス 塗 布 、 つ や 出 し ） △ △ △ △ △ △ △ △ △

机 、 い す 清 掃 （ 水 ぶ き ･ 乾 ぶ き ） ◎

ち り 払 い （ 書 架 を 含 む ） ◎

雑 巾 掛 け （ 水 ぶ き ･ 乾 ぶ き ） ◎ ◎ ◎ ※

洗 浄 （ ク リ ー ニ ン グ ） ○ ○ ◎ ◎

塵 粉 （ 薬 剤 ） 磨 き ◎
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No.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
風 ロ ギ 廊 給 渡 研 準 機 電 カ ビ 児 畳 男 風 開
除 ッ ャ 下 茶 り 修 備 械 気 ウ デ 童 コ 子 除 架
室 カ ラ （１） コ 廊 室 室 室 室 ン オ コ ｜ ･ 室 書

（１） ｜ リ ｜ 下 （１） タ コ ｜ ナ 女 （３） 庫
･ 室 ｜ ナ （１） ｜ ｜ ナ ｜ 子 （１）

（２） ｜ ･ ナ ｜ 便 ･
（２） ｜ 所 （２）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
○印　　日常清掃実施個所
△印 定期清掃実施個所

日（曜日）

一
般
閲
覧
コ
ー

ナ
ー

親
子
コ
ー

ナ
ー

軽
読
書
コ
ー

ナ
ー

秋田市立新屋図書館清掃業務作業報告書（平成    　　年　　　　月分）

郷
土
資
料
展
示
コ
ー

ナ
ー

本　　　　館
倉　庫　棟

１　　階

身
障
者
用
便
所

閲
覧

（
読
書

）
コ
ー

ナ
ー

グ
ル
ー

プ
学
習
室

事
務
室

Ｎｏ．
個所名

建物区分
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No.2

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
会 ホ 廊 ス 作
議 ｜ 下 タ 業

（２） （３） （３） 室 ル （４） ッ 員
（２） フ 控

ル 室
｜
ム

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
○印　　日常清掃実施個所
△印 定期清掃実施個所

廊
下

倉
庫

作
業
員
控
室

（
踏
込

）

整
理
作
業
室

倉
庫

湯
沸
室

閉
架
書
庫

湯
沸
室

２　　階

各
室
ド
ア
･
出
入
口
ド
ア

ス
タ

ッ
フ
ル
ー

ム

（
踏
込

）

窓
わ
く

駐
車
場
･
駐
輪
場

ゴ
ミ
集
積
場

各
出
入
口
･
く
つ
洗
場

更
衣
室

機
械
室

階
段

館
内
案
内
板
･
掲
示
板

窓
ガ
ラ
ス

倉　庫　棟
共通・その他

１　　階

天
丼
･
壁
･
ブ
ラ
イ
ン
ド

新屋図書館清掃業務作業報告書（平成    　　年　　　　月分）

日（曜日）

Ｎｏ．
個所名

建物区分
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　設計担当者　新屋図書館

　　　℡　828-4215

年 月 日 　委託概要

　　委託期間　平成３０年４月１日　～　平成３３年３月３１日

定期清掃 床ワックス掛けおよび　

カーペットクリーニング

ガラス清掃

円

円

円

円

30 年 4 月 1 日 ～ 33 年 3 月 31 日

各３回／年

(2020)

計

場 所

設計金額

施工期間 平成 平成

Ｈ32

年 度

内 容

　秋田市新屋大川町12番26号

日常清掃　休館日を除く毎日

　秋田市立新屋図書館清掃業務委託

各３回／年

Ｈ30 (2018)

Ｈ31 (2019)

設　計　書

平成 29 年度 作成年月日 平成

工 種

委託番号

館　　長
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秋田市立新屋図書館清掃業務委託

(1)日常清掃

Ｈ30 (2018) 見込日数

Ｈ31 (2019) 見込日数

Ｈ32 (2020) 見込日数

(2)定期清掃

(3)諸経費（資・機材費を含む）

小計　 千円未満切り捨て

消費税８％

合計

回

907 日休館日を除く毎日

回
窓ガラス清掃
(3回/年）×3年

9
ワックス掛け・カーペットク
リーニング（3回/年）×3年

名　称

設 計 明 細 書

備　考

4 式

11

1

1

9

9

単　位

5

番号

2

10

6

7

8

3

仕　様 単価（円）

302 日

数　量 金額（円）

305 日

300 日
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